
鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 13日提出

太田(県)-1

太田(県)-1 群馬県 第３

おおた不動産鑑定所

吉澤　雅己

11,400,000 37,100

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5 30,000

太田市宝町５１７番
308

1:1 住宅
Ｗ2

中規模の一般住宅が
建ち並ぶ郊外の区画
整理済の住宅地域

南6m市道 水道、
ガス、
下水

細谷
1.8km

１低専
( 40, 80 )

200 50 450 50 戸建住宅地

15 20 300 長方形

特にない 基準方位北、　　
６ｍ市道

細谷駅
北西方1.8km

１低専
( 40, 80 )

区画整然とした郊外の住宅団地で現状の住環境を維持するものと予測する。小規模な開発分譲を中心とした取引が中心
で、地価水準はほぼ同水準で推移するものと予測される。

戸建住宅地

37,100

／

／

／

方位 +3.0

同一需給圏は太田市の中心部周辺及び郊外の住宅地域。需要者の中心は太田市内の居住者が中心で同一需給圏外からの
転入は少ない。値頃感に基づく中心部回帰による土地需要は底堅さが継続し、周辺地域等への波及効果も持続している
。土地は７００～９００万円程度、新築の戸建物件は２，０００～２，８００万円程度を中心に取引が行われている。

戸建住宅を中心とした郊外の住宅団地で、画地規模、経済合理性並びに建物配置等から、市場性を有する床面積を確保
した共同住宅の想定は困難で、規範性に劣るため収益価格は試算しない。居住の快適性・利便性等を重視する住宅地域
で、取引時点にやや異なるが、価格水準を含めた地域的特性に類似性が強く規範性の高い比準価格が求められたので、
比準価格を採用し、代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

太田-12

39,800

100.0

102.0 108.2

103.0
37,100

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

0.0

+2.5

+2.5

+3.0

0.0

■ □

37,100

□ □

0.0

人口はほぼ横這い乃至微減傾向で推移しているが、ウィズコ
ロナの下で景気も緩やかに回復傾向にあり、土地の需給動向
は強含みに推移。

郊外の区画整然とした住宅地域だが、利便性等に劣り需要は
やや減少傾向に推移している。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況

設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 13日提出

太田(県)-2

太田(県)-2 群馬県 第３

西尾不動産鑑定事務所

西尾　直人

3,870,000 35,200

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5 28,000

太田市藤久良町７２番３
110

1:2.5 住宅
Ｗ2

小規模一般住宅の多
い旧来からの住宅地
域

北4m市道 水道、
ガス、
下水

細谷
1.1km

１中専
( 60, 200 )

( 60, 160 )

100 50 200 200 戸建住宅地

6.9 16.0 110 ほぼ長方形

特にない 基準方位北　４ｍ
市道

細谷駅
北方1.1km

１中専
( 60, 160 )

既成の住宅地域で土地利用に変化はないことから現状維持傾向が続くと予測する。なおコロナ禍の影響は減少している
ものの物価高や過度な円安等による影響もあって不透明感が認められる。

戸建住宅地

35,200

／

／

／

方位 0.0

同一需給圏は、当市中心部及びその外周部における既存の住宅地域である。中心となる需要者は、当市及び周辺市町に
居住する第１次住宅取得者層である。近年の需給動向は、コロナ禍の影響は減少しているものの物価高や過度な円安等
による影響もあって不透明感が認められる。市場での需要の中心となる価格帯は、土地で７００～１，０００万円、建
物込みで２，５００万円前後である。

自己居住目的の取引が主で、近隣地域、類似地域において多数の信頼性のある取引事例を収集しえた。一方周辺には賃
貸物件は散見されるものの、賃貸共同住宅を建築するためには画地規模が小さく建築想定は困難であるため収益還元法
は適用しなかった。従って代表標準地からの規準価格との均衡に留意しながら比準価格をもって鑑定評価額を上記のと
おり決定した。

■ □

太田-6

51,100

100.2

102.0 143.1

100.0
35,100

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0
0.0

+2.0

+10.5

+27.0

0.0

0.0

■ □

35,300

□ □

-0.3

コロナ禍の影響は減少しているものの物価高や過度な円安等
による影響もあって不透明感が認められる。

直近１年における藤久良町の人口は昨年の減少から微増に転
じ、世帯数は昨年同様ほぼ変動がない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況

設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 13日提出

太田(県)-3

太田(県)-3 群馬県 第３

西尾不動産鑑定事務所

西尾　直人

9,600,000 40,500

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5

1.1

太田市城西町７０番４
237

1:1.2 住宅
Ｗ2

一般住宅が建ち並ぶ
区画整然とした住宅
地域

北6m市道 水道、
ガス、
下水

三枚橋
2.2km

１低専
( 40, 80 )

270 80 100 100 戸建住宅地

14.5 16.5 237 長方形

特にない 基準方位北　６ｍ
市道

三枚橋駅
西方2.2km

１低専
( 40, 80 )

市が分譲した住宅団地で土地利用に変化はないことから現状維持傾向が続くと予測する。なおコロナ禍の影響は減少し
ているものの物価高や過度な円安等による影響もあって不透明感が認められる。

戸建住宅地

40,500

／

／

／

方位 0.0

同一需給圏は、当市中心部及びその外周部における既存の住宅地域である。中心となる需要者は、当市及び周辺市町に
居住する第１次住宅取得者層である。近年の需給動向は、コロナ禍の影響は減少しているものの物価高や過度な円安等
による影響もあって不透明感が認められる。市場での需要の中心となる価格帯は、土地で７００～１，０００万円、建
物込みで３，０００万円前後である。

自己居住目的の取引が主で、近隣地域、類似地域において多数の信頼性のある取引事例を収集しえた。一方地区計画に
よって賃貸共同住宅を建築することは制限されているため収益還元法は適用しなかった。従って代表標準地からの規準
価格との均衡に留意しながら比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

太田-12

39,800

99.9

102.0 96.6

100.0
40,400

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0
0.0

0.0

+9.0

-14.0

+3.0

0.0

■ □

40,500

□ □

0.0

コロナ禍の影響は減少しているものの物価高や過度な円安等
による影響もあって不透明感が認められる。

直近１年における城西町の人口は昨年の減少から横ばいに転
じ、世帯数は微増傾向が継続している。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 12日提出

太田(県)-4

太田(県)-4 群馬県 第３

（有）前原不動産鑑定システム

前原　徹児

16,100,000 20,000

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5

1.1

太田市丸山町２５１番
803

1:2 住宅
Ｗ2

一般住宅、農家住宅
が混在する既存の住
宅地域

南5m市道 水道 韮川
4.9km

「調区」
( 70, 200 )

750 4,200 250 2,450 戸建住宅地

25.0 30.0 750 長方形

県道背後の旧来からの既成
住宅地域

基準方位北　　　
５ｍ市道

韮川駅
北西方4.9km

「調区」
( 70, 200 )

当該地域に格別の変動要因はなく、今後も現状の特性を維持するものと予測する。地価はコロナ禍の影響から回復傾向
にあること等から、今後は下げ止まり下落傾向で推移していくものと予測する。

戸建住宅地

20,000

／

／

／

方位 +3.0

同一需給圏は太田市郊外の住宅地域。需要者は当市及び周辺郡部居住の一次取得者が大半を占め、同一需給圏外からの
転入者は少ない。市街化調整区域内の格安物件、周辺地域における新規宅地分譲地とが競合しているが、コロナ禍の影
響緩和等による一次取得者層需要の回復等により価格は下げ止まり傾向にある。土地は総額７００万円～９００万円程
度、新築の戸建物件は２，０００万円～２，８００万円程度を中心に取引が行われている。

評価対象不動産の存する近隣地域は、市街化調整区域内の農地も多い住宅地域で、市街地からも遠くアパート等の賃貸
需要や供給が見られず、賃貸市場が未成熟であるため、収益還元法は採用しない。よって本件においては、居住の快適
性・利便性を重視する自用地中心の住宅地域であるため、公示価格を規準とした価格との均衡に留意のうえ、比準価格
をもって、上記のとおり鑑定評価額を決定した。

□ ■

太田-33

19,000

99.8

103.0 94.2

103.0
20,100

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

0.0

+3.5

-9.0

0.0

0.0

■ □

20,000

□ □

0.0

コロナ禍による景気後退等の影響等による不動産需要の減少
から回復傾向にある。

市街化調整区域内の郊外の既成住宅地域であり、相対的に人
気が劣り不動産需要はやや低迷している。

個別的要因に変動はない



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況

設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 15日提出

太田(県)-5

太田(県)-5 群馬県 第３

西尾不動産鑑定事務所

西尾　直人

17,700,000 53,500

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5 43,000

太田市西本町６６番５
「西本町６６－２５」

331

1:1 住宅
Ｗ2

中規模一般住宅を中
心とする区画整理済
の住宅地域

北6m市道 水道、
ガス、
下水

太田
2.3km

２中専
( 60, 200 )

0 300 350 250 低層住宅地

18.5 17.5 331 ほぼ整形

特にない 基準方位北　６ｍ
市道

太田駅
西方2.3km

２中専
( 60, 200 )

土地区画整理事業済みの住宅地域で土地利用に変化はないことから現状維持傾向が続くと予測する。なおコロナ禍の影
響は減少しているものの物価高や過度な円安等による影響もあって不透明感が認められる。

低層住宅地

53,500

17,100

／

／

方位 0.0

同一需給圏は、当市市街地中心部やその周辺部における既存の住宅地域である。中心となる需要者は、当市及び周辺市
町に居住する第１次住宅取得者層である。近年の需給動向は、コロナ禍の影響は減少しているものの物価高や過度な円
安等による影響もあって不透明感が認められる。市場での需要の中心となる価格帯は、土地で７００～１，０００万円
、建物込みで３，０００万円前後である。

小規模アパート等が混在するものの収益目的の土地取引は極めて少なく、自己使用目的が取引の中心である。同一需給
圏内に存在する比較的取引時点の新しい取引事例から規範性ある比準価格が求められた。一方土地の価格に見合う賃料
水準が形成されていないため収益価格は低位に試算された。従って収益価格は参考に留め、代表標準地との検討を踏ま
えながら比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

太田-6

51,100

100.2

102.0 93.9

100.0
53,500

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0
0.0

-1.0

+9.0

-13.0

0.0

0.0

■ □

53,300

□ □

+0.4

コロナ禍の影響は減少しているものの物価高や過度な円安等
による影響もあって不透明感が認められる。

西本町の人口及び世帯数は昨年の減少から微増に転じた。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 13日提出

太田(県)-6

太田(県)-6 群馬県 第３

有限会社　津久井不動産鑑定

津久井　伸昭

6,850,000 34,600

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月  8日 令和  5 27,000

太田市東別所町１９６番３
198

1:1.5 住宅
Ｗ2

一般住宅、アパート
等が混在する既成住
宅地域

北6m市道 水道、
ガス、
下水

太田
4km

２中専
( 60, 200 )

400 150 50 250 低層住宅地

10.0 16.5 198 ほぼ整形

街路条件がやや劣る住宅地
域

基準方位北６ｍ市
道

太田駅
南東方4km

２中専
( 60, 200 )

周辺地域で幹線道路が整備されており、利便性が向上し発展傾向にある住宅地域である。土地需要が底堅く安定してい
る地域で、当面現状にて推移するものと予測する。

低層住宅地

34,600

／

／

／

ない

同一需給圏は太田市郊外に存する住宅地域。市中心から南東に位置する一般住宅のほか共同住宅等の見られる住宅地域
。需要者の中心は太田市に居住する４０代前後の勤労者等の一次取得者で同一需給圏外からの転入者は少ない。幹線道
路背後の住宅地域で新規の戸建分譲等はあるものの土地の需要は底堅く、地価は横這いからやや上昇傾向にある。需要
の中心は８００万円前後、新築の戸建物件は２５００万円～３０００万円前後が取引の中心である。

近隣地域は戸建住宅を中心とした共同住宅も見られる住宅地域である。評価対象不動産は画地規模が小さく経済合理的
な経営が可能となる賃貸住宅を想定することが非現実的であることから、収益還元法の採用は行わない。快適性を重視
する自用地中心の住宅地域であることから、比準価格によって、公示価格を規準とした価格等との検討を踏まえ、上記
の通り鑑定評価額を決定した。

■ □

太田-12

39,800

100.0

102.0 114.0

100.0
34,200

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+14.0

0.0

0.0

■ □

34,300

□ □

+0.9

人口はほぼ横這い傾向で、景気は緩やかに持ち直しており、
土地価格は二極化も見られ全体的にやや上昇か横這い地点が
増加している。

東毛広域幹線道路の背後の住宅地で、周辺地域等の新規分譲
等による供給は比較的多い。

個別的要因の変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 13日提出

太田(県)-7

太田(県)-7 群馬県 群馬第３

有限会社長壁不動産鑑定士事務所

長壁　治

7,880,000 39,800

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5 32,000

太田市高林寿町１８１４番１２
198

1:1.5 住宅
Ｗ2

中規模一般住宅が建
ち並ぶ利便性の良い
住宅地域

東6m市道 水道、
ガス、
下水

太田
4km

１住居
( 60, 200 )

50 100 250 150 戸建住宅地

12 17 200 長方形

中規模一般住宅が建ち並ぶ
既成の住宅団地

基準方位北　　　
６ｍ市道

太田駅
南方4km

１住居
( 60, 200 )

当該地域に格別の変動要因はなく、今後も現状の特性を維持するものと予測する。なお、景気はコロナ禍から回復傾向
にあり土地需要もやや弱含みであるが、地価は底値感が増大し、横這い傾向に移行するものと予測する。

戸建住宅地

39,800

／

／

／

方位 +2.0

同一需給圏は太田市郊外の一般住宅地域。需要者は太田市及び周辺郡部居住者又は勤労者が大半を占め、同一需給圏外
からの転入者は少ない。近年は市街化調整区域内の格安物件及び周辺地域における新規分譲地との競合等から需要は低
迷していたが、コロナ禍からの景気回復の影響等もあり、やや回復傾向にある。土地は７００～９００万円程度、新築
の戸建住宅は２０００～２５００万円前後の物件が市場での需要の中心。

周辺には共同住宅等も見受けられるが、自用の戸建住宅が多く、画地規模も小さいため経済的に合理性を有する共同住
宅の想定ができず、収益還元法は適用できなかった。比準価格は、同一需給圏内の類似地域における自用目的の比較可
能な多くの取引事例から求めたもので、説得力を有するものと思料する。よって、実証性の高い取引事例により求めた
比準価格を採用し、公示地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

太田-12

39,800

100.0

102.0 100.0

102.0
39,800

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

■ □

39,900

■ □

太田-12

39,800

-0.3 0.0

輸送機器製造を基幹産業とする北関東有数の工業都市で、東
毛地域の中核として発展傾向にある。なお、景気は緩やかに
回復。

周辺地域における区画整理事業等で供給された宅地と競合し
ているが、景気回復等もあり、需要はやや弱含みであるが、
回復しつつある。

個別的要因に特に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 13日提出

太田(県)-8

太田(県)-8 群馬県 群馬第３

有限会社長壁不動産鑑定士事務所

長壁　治

10,500,000 34,500

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5 28,000

太田市岩瀬川町４２５番２
305

1:1.5 住宅
ＬＳ2

一般住宅の中に共同
住宅や農地が介在す
る住宅地域

西4m市道 水道 太田
3.6km

２中専
( 60, 200 )

( 60, 160 )

100 300 250 50 低層住宅地

15 20 300 ほぼ長方形

道路幅員が狭いなど街路条
件の劣る住宅地域

基準方位北　　　
４ｍ市道

太田駅
南西方3.6km

２中専
( 60, 160 )

既成の住宅地域で土地利用に変化はないことから現状維持傾向が続くが、街路条件の劣位性があるものの、景気はコロ
ナ禍から回復傾向にあること等から、地価は下落傾向から底値感が増大しつつあると予測する。

低層住宅地

34,500

15,200

／

／

方位 +1.0

同一需給圏は太田市内の中心市街地及びその周辺地域を中心とする一般住宅地域。需要者は太田市居住者又は勤労者が
大半を占め、同一需給圏外からの転入者は少ない。土地利用に大きな変化は見られないものの、土地需要はこれまで街
路条件の劣位性等からやや低迷していたが、コロナ禍からの景気回復の影響等もあり、回復しつつある。土地は７００
～９００万円程度、新築の戸建住宅は２５００万円前後の物件が市場での需要の中心。

周辺地域には共同住宅も散見されるが、土地価格に見合う賃料水準が形成されていないこと、また当該地域が収益性よ
りも居住の快適性を選択の指標とする住宅地域にあることから、収益価格は低位に試算された。よって、戸建住宅を中
心とする住宅地域であるので、実証性の高い自用の取引事例により求めた比準価格を採用し、収益価格を参考にとどめ
、代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

太田-12

39,800

100.0

102.0 114.2

101.0
34,500

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+3.0

-1.0

+12.0

0.0

0.0

■ □

34,600

□ □

-0.3

輸送機器製造を基幹産業とする北関東有数の工業都市で、東
毛地域の中核として発展傾向にある。なお、景気は緩やかに
回復。

格別の変動要因はなく、コロナ禍により減退した土地需要は
やや弱含みであるが、景気回復等から回復しつつある。

個別的要因に特に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 12日提出

太田(県)-9

太田(県)-9 群馬県 第３

（有）前原不動産鑑定システム

前原　徹児

8,590,000 35,800

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5 29,000

太田市高林西町４７４番３外
240

1:1.2 住宅
Ｗ1

中規模な一般住宅が
建ち並ぶ区画整然と
した郊外の住宅地域

南西10m市道 水道、
ガス、
下水

太田
5.9km

１中専
( 50, 100 )

250 300 100 400 戸建住宅地

13.0 19.0 250 長方形

特にない 基準方位北　　　
１０ｍ市道

太田駅
南西方5.9km

１中専
( 50, 100 )

旧太田市郊外の住環境が比較的良好な住宅団地であり、今後も現状の特性を維持するものと予測する。地価はコロナ禍
の影響から回復傾向にあること等から、今後は下落縮小傾向で推移していくものと予測する。

戸建住宅地

35,800

／

／

／

方位 +2.0

同一需給圏は太田市郊外の住宅地域。需要者は当市及び周辺郡部居住の一次取得者が大半を占め同一需給圏外からの転
入者は少ない。市内の住宅団地内物件及び周辺地域の新規宅地分譲地とが競合しているが、コロナ禍の影響緩和等によ
る一次取得者層需要の回復等により価格は下落縮小傾向にある。土地は総額７００万円～９００万円程度、新築の戸建
物件は２，０００万円～２，８００万円程度を中心に取引が行われている。

近隣地域は、戸建分譲住宅団地内に位置し、アパート等の賃貸需要や供給が見られず、賃貸市場が成立していない地域
であり賃貸住宅の想定が非現実的であること及び画地規模が小さく経済合理的な経営が可能となる賃貸住宅の想定が非
現実的であることから収益還元法は採用しない。よって本件においては、代表標準地との均衡に留意のうえ、市場性を
反映した比準価格をもって、上記のとおり鑑定評価額を決定した。

■ □

太田-12

39,800

100.0

102.0 110.9

102.0
35,900

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

-4.0

+7.0

+8.0

0.0

0.0

■ □

36,000

□ □

-0.6

コロナ禍による景気後退等の影響等による不動産需要の減少
から回復傾向にある。

浸水被害の可能性がある地域であり、不動産需要はやや低迷
している。

個別的要因に変動はない



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 13日提出

太田(県)-10

太田(県)-10 群馬県 群馬第３

吉澤不動産鑑定士事務所株式会社

吉澤　卓

10,300,000 29,600

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5 24,000

太田市牛沢町２４番２８
349

1:1.5 住宅
Ｗ2

一般住宅のほか空地
等もみられる住宅地
域

西5.5m市道 水道、
下水

細谷
3.2km

２中専
( 60, 200 )

50 800 100 50 低層住宅地

16.0 20.0 320 長方形

特にない 基準方位　北　　
５．５ｍ市道　　

細谷駅
南方3.2km

２中専
( 60, 200 )

一般住宅を中心に農地等の介在する郊外住宅地域であるが、特段の変動要因は認められないので、当面は現環境のまま
推移すると予測される。地価は下落基調が続くものと予測される。

低層住宅地

29,600

7,700

／

／

方位 +1.0

同一需給圏は太田市中心部周辺から郊外にかけての住宅地域一円である。需要者は市内に居住、勤務する一次取得者層
が大半を占める。一般住宅を中心に農地等も介在する郊外住宅地域であるが、利便施設等から離れているため利便性、
快適性に劣るため選好性の程度は相対的に低い。需要の中心となる価格帯は、土地が７００～９００万円程度、新築戸
建住宅で２，５００万円程度である。

近隣地域内には共同住宅も見られるが、土地価格に相応する賃料水準が形成されていないため収益価格は低位に試算さ
れており信頼性は低い。対象基準地に係る需要者は快適性と市場動向を重視して行動すると考えられるので、取引事例
から求められた比準価格は、市場参加者の動向を反映した価格として規範性が高いものと判断される。従って、収益価
格は参考に留め、比準価格を重視のうえ、代表標準地との検討を踏まえて鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

太田-12

39,800

100.0

102.0 133.4

101.0
29,500

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+1.0

+6.5

+24.0

0.0

0.0

■ □

29,800

□ □

-0.7

県南東部の中心的工業都市。市中心部やその周辺部など、居
住環境の良好な住宅地域を中心に、土地需要は回復傾向で推
移する。

市中心部の南西方郊外に位置する住宅地域であり、特段の変
動要因は認められない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 13日提出

太田(県)-11

太田(県)-11 群馬県 第３

おおた不動産鑑定所

吉澤　雅己

7,590,000 51,300

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5 41,000

太田市東本町５１番９
「東本町５１－２７」

148

1:1 住宅
Ｗ2

一般住宅を中心とす
る既成住宅地域

東5m市道 水道、
ガス、
下水

太田
700m

２住居
( 60, 200 )

200 50 50 200 戸建住宅地

11.0 12.0 148 ほぼ整形

特にない 基準方位北、　　
５ｍ市道

太田駅
北方700m

２住居
( 60, 200 )

市内中心部の既成住宅地域で、現状の住環境を維持するものと予測する。地価は値頃感から土地需要は底堅く現状の水
準で推移するものと予測する。

戸建住宅地

51,300

／

／

／

方位 +2.0

同一需給圏は太田市の中心部及び周辺部の住宅地域。需要者は太田市内の居住者が中心。市の総人口はほぼ横ばい傾向
で推移し、高齢化率も県内で低水準に位置する。土地需要は値頃感による中心部回帰の影響から底堅さが継続し、生活
利便性に恵まれた住宅地域で、旧来から安定した需要の推移が認められている。土地は１，２００～１，６００万円、
新築の戸建物件は２，８００～３，８００万円程度を中心に取引が行われている。

一般住宅中心の既成住宅地域で、画地規模、経済合理性や建物配置から見た市場性を有する床面積を確保した共同住宅
を想定することは困難で、規範性に劣るため収益価格は試算しない。居住の快適性等を重視する住宅地域であり、取引
時点も新しく画地規模、街路条件等を含めた地域的特性が特に類似し規範性の高い比準価格が求められたので、比準価
格を採用して鑑定評価額を上記のとおり決定した。

□ □

■ □

51,100

■ □

太田-6

51,100

+0.4 +0.4

人口はほぼ横這い乃至微減傾向で推移しているが、ウィズコ
ロナの下で景気も緩やかに回復傾向にあり、土地の需給動向
は強含みに推移。

市内中心部の既成住宅地内で、街路の系統等を含む利便性に
劣るが、住環境は比較的良好で需要は底堅い。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 13日提出

太田(県)-12

太田(県)-12 群馬県 群馬第３

有限会社長壁不動産鑑定士事務所

長壁　治

15,500,000 53,900

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5 43,000

太田市南矢島町５６番１
（太田都市計画事業東矢島土地区画整理事業５４街区３－１）

287

1:2 住宅
Ｗ2

一般住宅・アパート
等が混在する区画整
然とした住宅地域

北6m区画街路 水道、
ガス、
下水

太田
3.6km

１中専
( 60, 200 )

230 770 420 200 戸建住宅地

15 20 300 長方形

土地区画整理事業が進行中
の住宅地域

基準方位北　　　
６ｍ区画街路

太田駅
南方3.6km

１中専
( 60, 200 )

土地区画整理事業の進捗に伴い、居住環境が良好な住宅地域として推移し、また地価は、需要堅調に加えて、景気はコ
ロナ禍から回復傾向にあること等から、上昇傾向で推移するものと予測する。

戸建住宅地

53,900

／

／

／

方位 0.0

同一需給圏は太田市内の中心市街地を中心とする一般住宅地域。需要者は太田市居住者又は勤労者が大半を占め、同一
需給圏外からの転入者は少ない。区画整理による良好な居住環境が形成され、周辺幹線道路沿いの商業施設の集積等に
より利便性は向上し、土地需要は旺盛であるが、コロナ禍からの景気回復等もあり堅調に推移。土地は１２００～１５
００万円程度、新築の戸建住宅は３０００～３５００万円前後の物件が市場での需要の中心。

周辺には共同住宅等も見受けられるが、自用の戸建住宅が多く、画地規模も小さいため経済的に合理性を有する共同住
宅の想定ができず、収益還元法は適用できなかった。比準価格は、同一需給圏内の類似地域における自用目的の比較可
能な多くの取引事例から求めたもので、説得力を有するものと思料する。よって、実証性の高い取引事例により求めた
比準価格を採用し、代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

太田-12

39,800

100.0

102.0 72.2

100.0
54,000

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

0.0

+1.0

-28.5

0.0

0.0

■ □

53,500

□ □

+0.7

輸送機器製造を基幹産業とする北関東有数の工業都市で、東
毛地域の中核として発展傾向にある。なお、景気は緩やかに
回復。

区画整理の進捗、周辺幹線道路沿いの商業施設の集積等によ
り土地需要は旺盛であるが、コロナ禍からの景気回復等から
安定的に推移。

個別的要因に特に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 13日提出

太田(県)-13

太田(県)-13 群馬県 群馬第３

吉澤不動産鑑定士事務所株式会社

吉澤　卓

7,300,000 38,200

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5 30,000

太田市石原町２２１番２２
191

1:1.2 住宅
Ｗ1

小規模の建売住宅が
多い、郊外の区画整
然とした住宅地域

南4.5m市道 水道、
下水

韮川
1.5km

１住居
( 60, 200 )

( 60, 180 )

0 350 0 500 低層住宅地

13.0 15.0 200 長方形

特にない 基準方位　北　　
４．５ｍ市道　　

韮川駅
南方1.5km

１住居
( 60, 180 )

大型商業施設の至近背後に位置する住宅地域であるが、特段の変動要因は認められないことから、当面は現環境のまま
推移すると予測される。需要が復調傾向にあることから、地価は横這いで推移すると予測される。

低層住宅地

38,200

／

／

／

方位 +3.0

同一需給圏は太田市中心部周辺から郊外にかけての住宅地域一円である。需要者は市内に居住、勤務する一次取得者層
が大半を占める。大型商業施設の北方至近背後に位置する住宅地域で、街路、街区の整然性にやや劣るものの、恵まれ
た利便性等から需要は復調傾向で推移している。需要の中心となる価格帯は、土地が７００～９００万円程度、新築戸
建住宅で２，０００～２，８００万円程度である。

近隣地域の周囲には共同住宅も見られるが、標準地は画地規模が小さく、適正な賃貸用共同住宅を想定することが困難
と思われるので、収益還元法は適用しなかった。対象基準地に係る需要者は快適性と市場動向を重視して行動するもの
と考えられるので、取引事例から求められた比準価格は、市場参加者の動向を反映した価格として規範性が高いものと
判断される。従って、比準価格を重視し、代表標準地との検討を踏まえて鑑定評価額を上記の通り決定した。

■ □

太田-6

51,100

100.4

102.0 135.7

103.0
38,200

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+1.0

+11.5

+20.5

0.0

0.0

■ □

38,200

□ □

0.0

県南東部の中心的工業都市。市中心部やその周辺部など、居
住環境の良好な住宅地域を中心に、土地需要は回復傾向で推
移する。

街路条件にやや劣る住宅地域であるが、利便性に優ることか
ら、需要は復調傾向で推移する。近隣地域に特段の変動要因
は認められない。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 13日提出

太田(県)-14

太田(県)-14 群馬県 第３

有限会社　津久井不動産鑑定

津久井　伸昭

24,600,000 62,000

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月  8日 令和  5 49,000

太田市飯塚町１５０９番４
396

2:1 住宅
Ｗ2

中規模一般住宅が多
い利便性の高い住宅
地域

南6m市道 水道、
ガス、
下水

太田
1.5km

２中専
( 60, 200 )

750 300 200 100 低層住宅地

26.5 15.5 396 長方形

特になし。 基準方位北　市道
６ｍ

太田駅
南方1.5km

２中専
( 60, 200 )

太田市の中心部に近い中規模一般住宅の中に共同住宅等の存する利便性の良い住宅地域で、土地の需要は底堅く、地域
要因の変動要因は特になく当面現状にて推移するものと予測する。

低層住宅地

62,000

28,700

／

／

方位 +3.0

同一需給圏は中心部からやや南東に位置する中規模住宅を中心とした住宅地域。需要者の中心は太田市に居住する４０
代の勤労者等の一次取得者で、同一需給圏外からの転入者は少ない。ウィズコロナの下で景気も緩やかに回復傾向に推
移し、利便施設への接近性の優位性等により土地の需要は底堅い。宅地の需要の中心は１０００万円～１５００万円前
後、新築の戸建物件は３０００万円～４０００万円前後が取引の中心となっている。

近隣地域は中規模一般住宅を中心とした既成住宅地域で、勤労者向けのアパート等も見られる住宅地域である。収益価
格は土地に見合う賃料水準が形成されていないためやや低位に試算された。快適性を重視する住宅地域であることから
、比準価格を重視し収益価格を比較考量し、公示価格を規準とした価格との検討を踏まえ、上記の通り鑑定評価額を決
定した。

■ □

太田-6

51,100

100.0

102.0 85.5

103.0
60,400

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

-1.0

+2.0

-15.3

0.0

0.0

■ □

60,900

□ □

+1.8

人口はほぼ横這い傾向で、景気は緩やかに持ち直しており、
土地価格は二極化も見られ全体的にやや上昇か横這い地点が
増加している。

中心部に近い住宅地域で、利便性等良好な住宅地であり土地
の需要は底堅い。

南側道路では人気、選好性がある。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 13日提出

太田(県)-15

太田(県)-15 群馬県 第３

おおた不動産鑑定所

吉澤　雅己

8,130,000 32,000

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5

1.1

太田市鳥山上町１０６６番８
254

1:1 住宅
ＬＳ2

中規模一般住宅が多
い郊外の区画整然と
した住宅地域

南6m市道 水道、
ガス

三枚橋
1.4km

１中専
( 60, 200 )

150 300 700 1,000 戸建住宅地

15.0 16.0 240 長方形

特にない 基準方位北、　　
６ｍ市道

三枚橋駅
北方1.4km

１中専
( 60, 200 )

中規模一般住宅が多い郊外の区画整然とした住宅地域で、当面現状の住環境を維持するものと予測する。地価は利便性
にやや劣るが、需要は回復傾向にありほぼ横這い傾向で推移するものと予測する。

戸建住宅地

32,000

／

／

／

方位 +3.0

同一需給圏は太田市の中心部周辺及び郊外の住宅地域。需要者の中心は太田市内の居住者が中心で同一需給圏外からの
転入は少ない。値頃感に基づく中心部回帰による土地需要は底堅さが継続し、周辺地域等への波及効果も持続している
。土地は７００～９００万円程度、新築の戸建物件は２，０００～２，８００万円程度を中心に取引が行われている。

画地規模もやや小さく、経済合理性及び建物配置等から見た市場性を有する床面積を確保した共同住宅の想定は困難で
、規範性に劣るため収益価格は試算しない。近隣地域は、居住の快適性等を重視する郊外の区画整然とした住宅地域で
、街路条件又は環境条件等を重視した居住環境に類似性を強く有する事例から規範性の高い比準価格が求められたので
、比準価格を採用して代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

太田-12

39,800

100.0

102.0 125.5

103.0
32,000

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

0.0

+5.5

+19.0

0.0

0.0

■ □

32,000

□ □

0.0

人口はほぼ横這い乃至微減傾向で推移しているが、ウィズコ
ロナの下で景気も緩やかに回復傾向にあり、土地の需給動向
は強含みに推移。

郊外の区画整然とした住宅地域で、駅接近性等利便性にやや
劣り、需要は若干弱含みに推移している。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 12日提出

太田(県)-16

太田(県)-16 群馬県 第３

（有）前原不動産鑑定システム

前原　徹児

7,400,000 26,700

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5

1.1

太田市天良町１２９番８
277

1.2:1 住宅
Ｗ2

小中学校に近く中小
一般住宅が多い郊外
の住宅地域

北4m市道 水道 治良門橋
780m

１住居
( 60, 200 )

( 60, 160 )

350 50 250 200 戸建住宅地

13.0 19.0 250 長方形

小中学校に近い住宅地域 基準方位北　　　
４ｍ市道

治良門橋駅
西方780m

１住居
( 60, 160 )

旧太田市郊外の空閑地等が介在する住宅地域で徐々に標準住宅地域として熟成していくと予測する。地価はコロナ禍の
影響から回復傾向にあること等から、今後は下げ止まり下落傾向で推移していくと予測する。

戸建住宅地

26,700

／

／

／

方位 0.0

同一需給圏は太田市郊外の住宅地域。需要者は当市及び周辺郡部居住の一次取得者が大半を占め、同一需給圏外からの
転入者は少ない。市街化調整区域内の格安物件、周辺地域における新規宅地分譲地とが競合しているが、コロナ禍の影
響緩和等による一次取得者層需要の回復等により価格は下げ止まり傾向にある。土地は総額７００万円～９００万円程
度、新築の戸建物件は２，０００万円～２，８００万円程度を中心に取引が行われている。

近隣地域は、戸建住宅を中心に空閑地等が介在する地域であるが、評価対象不動産は画地規模が小さく経済合理的な経
営が可能となる賃貸住宅の想定が非現実的であるため、収益還元法は採用しない。よって本件においては、居住の快適
性・利便性を重視する自用地中心の住宅地域であるため、代表標準地との均衡に留意のうえ、比準価格をもって、上記
のとおり鑑定評価額を決定した。

■ □

太田-12

39,800

100.0

102.0 146.0

100.0
26,700

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+3.0

+12.5

+26.0

0.0

0.0

■ □

26,700

□ □

0.0

コロナ禍による景気後退等の影響等による不動産需要の減少
から回復傾向にある。

郊外の住宅地域であり、市街化調整区域内の格安物件の波及
効果等から不動産需要はやや低迷している。

個別的要因に変動はない



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 13日提出

太田(県)-17

太田(県)-17 群馬県 群馬第３

有限会社長壁不動産鑑定士事務所

長壁　治

19,000,000 60,000

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5 48,000

太田市新井町５５７番９外
316

1.5:1 事務所兼住宅
Ｗ1

一般住宅を中心に共
同住宅、事務所等も
見られる住宅地域

北6m市道 水道、
下水

太田
1.6km

２住居
( 60, 200 )

700 350 200 100 低層住宅地

14 18 250 長方形

中心市街地に位置する、区
画整然とした住宅地域

基準方位北　　　
６ｍ市道

太田駅
南西方1.6km

２住居
( 60, 200 )

中心市街地内の利便性が良好な住宅地域で土地利用に格別の変化はなく、地価は、需要堅調に加えて、景気はコロナ禍
から回復傾向にあること等から、上昇傾向で推移するものと予測する。

低層住宅地

60,000

28,500

／

／

方位 0.0

同一需給圏は太田市内の中心市街地を中心とする一般住宅地域。需要者は太田市居住者又は勤労者が大半を占め、同一
需給圏外からの転入者は少ない。区画が整然とし良好な居住環境であり、中心部への接近の優位性等から利便性は高く
、土地需要は旺盛であるが、コロナ禍からの景気回復等もあり堅調に推移。土地は１２００～１５００万円程度、新築
の戸建住宅は３０００～３５００万円前後の物件が市場での需要の中心。

周辺地域には共同住宅も散見されるが、土地価格に見合う賃料水準が形成されていないこと、また当該地域が収益性よ
りも居住の快適性を選択の指標とする住宅地域にあることから、収益価格は低位に試算された。よって、戸建住宅を中
心とする住宅地域であるので、実証性の高い自用の取引事例により求めた比準価格を採用し、収益価格を参考にとどめ
、代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

太田-6

51,100

100.4

102.0 83.8

100.0
60,000

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

-1.0

+4.5

-19.0

0.0

0.0

■ □

59,400

□ □

+1.0

輸送機器製造を基幹産業とする北関東有数の工業都市で、東
毛地域の中核として発展傾向にある。なお、景気は緩やかに
回復。

中心部への接近性等から土地需要は旺盛であるが、コロナ禍
からの景気回復等から安定的に推移。

個別的要因に特に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 13日提出

太田(県)-18

太田(県)-18 群馬県 第３

有限会社　津久井不動産鑑定

津久井　伸昭

22,900,000 42,800

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月  8日 令和  5 34,000

太田市龍舞町５３５５番
535

台形
1:2

住宅
Ｗ2

一般住宅中心に共同
住宅もある駅に近い
住宅地域

北西8m市道 水道、
下水

竜舞
600m

１中専
( 60, 200 )

150 200 0 150 低層住宅地

17.5 30.0 535 台形

土地区画整理済みの休太田
市郊外の住宅地域

基準方位北８ｍ市
道

竜舞駅
南東方600m

１中専
( 60, 200 )

旧太田市郊外の新興住宅地域であり、徐々に住宅地域として熟成するものと予測する。土地区画整理済みの住宅地地域
であることから住環境等は良好で、需要は底堅い住宅地域で当面現状にて推移するものと予測する。

低層住宅地

42,800

21,200

／

／

ない

同一需給圏は太田市郊外に存する住宅地域で、市中心から東方に位置する一般住宅のほか共同住宅等の見られる住宅地
域。需要者の中心は太田市に居住する４０代前後の勤労者等の一次取得者で同一需給圏外からの転入者は少ない。新規
の戸建分譲等はあるものの土地の需要は底堅く、地価は横這いからやや上昇傾向にある。需要の中心は８００万円前後
、新築の戸建物件は２５００万円～３０００万円前後が取引の中心である。

近隣地域は中規模一般住宅を中心とした既成住宅地域で、勤労者向けのアパート等も見られる住宅地域である。収益価
格は土地に見合う賃料水準が形成されていないためやや低位に試算された。快適性を重視する住宅地域であることから
、比準価格を重視し収益価格を比較考量し、公示価格を規準とした価格との検討を踏まえ、上記の通り鑑定評価額を決
定した。

■ □

太田-12

39,800

100.0

102.0 92.1

100.0
42,400

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

-2.0

0.0

-6.0

0.0

0.0

■ □

42,500

□ □

+0.7

人口はほぼ横這い傾向で、景気は緩やかに持ち直しており、
土地価格は二極化も見られ全体的にやや上昇か横這い地点が
増加している。

ウィズコロナの下で景気も緩やかに回復傾向で推移しており
、周辺地域等の新規分譲等による供給は比較的多い地域であ
る。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 12日提出

太田(県)-19

太田(県)-19 群馬県 群馬第３

たなか不動産鑑定士事務所

田中　聡一

6,550,000 24,800

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5

1.1

太田市世良田町３１３４番７
264

1:1.5 住宅
Ｗ2

一般住宅中心に共同
住宅や農地が混在す
る郊外の整然とした
住宅地域

北東6m市道 水道、
下水

世良田
2km

１低専
( 40, 80 )

350 300 50 350 戸建住宅地

14 18 250 ほぼ長方形

一般住宅が多い住宅団地を
形成する地域

基準方位北　　　
６ｍ市道

世良田駅
南西方2km

１低専
( 40, 80 )
居住誘導区域

既成の住宅地域で地域に特段の変動要因が見られないことから、当面は現状維持傾向で推移すると予測される。地価は
弱含み傾向で推移するものと予測する。

戸建住宅地

24,800

／

／

／

方位 +1.0

同一需給圏は太田市の郊外を中心とする住宅地域。需要者は太田市の居住者が大半を占め、同一需給圏外からの転入者
は少ない。住宅団地内で利便性は高いものの、選考性は中程度である。土地は２５０㎡程度で６００万円程度、新築戸
建物件は２，０００万円程度の物件が需要の中心となっている。

比準価格は５事例を採用しており、規範性は高い。画地規模が小さく共同住宅を想定することが非現実的であるため収
益価格は試算できない。居住の快適性を重視する住宅地域であり、自己使用目的での取引が中心で市場性を指標として
価格が決定されることが一般的であるため、代表標準地からの検討を踏まえ、市場性を反映し実証的な比準価格を採用
して、鑑定評価額を上記の通り決定した。

■ □

太田-28

28,600

100.0

100.0 116.7

101.0
24,800

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+1.0

+10.5

+1.5

+3.0

0.0

太田(県)-21

28,600

100.0

100.0 116.7

101.0
24,800

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+1.0

+10.5

+1.5

+3.0

0.0

■ □

25,100

□ □

-1.2

人口は微減、土地取引は微減、建築着工は増加。区画整理地
区で取引増、市街地は変わらず、郊外や調整区域で需要減。

区画整然とした団地であるが交通利便性が低く、需要は減退
している。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 13日提出

太田(県)-20

太田(県)-20 群馬県 群馬第３

有限会社長壁不動産鑑定士事務所

長壁　治

6,400,000 25,900

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5

1.1

太田市粕川町７３番３０
247

1.2:1 住宅
Ｗ2

一般住宅が建ち並ぶ
区画整然とした住宅
地域

東5m市道 水道、
ガス、
下水

木崎
1.6km

１中専
( 60, 200 )

100 0 100 300 戸建住宅地

14 18 250 長方形

郊外の中規模分譲住宅団地 基準方位北　　　
５ｍ市道

木崎駅
南方1.6km

１中専
( 60, 200 )

幹線道路背後の住宅団地で土地利用に格別の変化は見られず、また地価は、市街化調整区域内の住宅地との競合もあり
下落傾向にあるが、コロナ禍からの景気回復等から下落幅は縮小傾向にて推移するものと予測する。

戸建住宅地

25,900

／

／

／

方位 +2.0

同一需給圏は太田市郊外（旧新田郡中心）の一般住宅地域。需要者は太田市居住者又は勤務者が大半を占め、同一需給
圏外からの転入者は少ない。同市郊外にあるが、幹線道路背後で、また地価の値頃感等もあり、同市郊外にあっては需
要は比較的安定しているが、市街化調整区域内土地との競合等からやや低迷。しかし、景気回復の影響等からやや回復
しつつある。土地は６００～８００万円程度、新築の戸建住宅は２０００～２３００万円程度の物件が需要の中心。

周辺には共同住宅等も見受けられるが、自用の戸建住宅が多く、画地規模も小さいため経済的に合理性を有する共同住
宅の想定ができず、収益還元法は適用できなかった。比準価格は、同一需給圏内の類似地域における自用目的の比較可
能な多くの取引事例から求めたもので、説得力を有するものと思料する。よって、実証性の高い取引事例により求めた
比準価格を採用し、代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

■ □

太田-28

28,600

100.0

100.0 112.8

102.0
25,900

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+2.0

+0.5

+10.0

0.0

0.0

■ □

26,100

□ □

-0.8

輸送機器製造を基幹産業とする北関東有数の工業都市で、東
毛地域の中核として発展傾向にある。なお、景気は緩やかに
回復。

郊外にあり、地域要因に特段の変化は見られない。尾島地区
中心部に近く、景気は回復傾向にあるものの、需要はやや弱
含み。

個別的要因に特に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 13日提出

太田(県)-21

太田(県)-21 群馬県 第３

おおた不動産鑑定所

吉澤　雅己

8,070,000 28,600

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5

1.1

太田市新田木崎町１３３番２
282

1:1 住宅
Ｗ2

一般住宅の中に店舗
等も見られる住宅地
域

北西7m市道 水道、
下水

木崎
550m

１住居
( 60, 200 )

0 150 400 0 戸建住宅地

14.0 20.0 280 長方形

特にない 基準方位北、　　
７ｍ市道

木崎駅
北西方550m

１住居
( 60, 200 )

一般住宅の中に店舗等も見られる新田地区の住宅地域で、当面現状の住環境を維持するものと予測する。地価は利便性
良好で需要は回復傾向にあり、ほぼ横這い傾向で推移するものと予測する。

戸建住宅地

28,600

／

／

／

方位 0.0

同一需給圏は太田市の中心部周辺及び郊外の住宅地域。需要者は太田市郊外の居住者が中心で同一需給圏外からの転入
は少ない。市街化調整区域内の格安物件との需給関係、市場滞留期間等への影響も顕在化するが相対的価格バランスか
ら全体的に土地需要は横這い傾向に推移している。土地は７００～９００万円、新築の戸建物件は２，０００～２，８
００万円程度を中心に取引が行われている。

最寄駅に近接し共同住宅等も散在するが、画地規模がやや小さく、経済合理性や建物配置等から見た市場性を有する床
面積を確保した共同住宅の想定は困難で、規範性に劣るため収益価格は試算しない。近隣地域は、居住の快適性等を重
視する郊外の住宅地域で、交通接近条件及び街路条件等の利便性を重視した居住環境に類似性を強く有する事例から規
範性の高い比準価格が求められたので、比準価格を採用して鑑定評価額を上記のとおり決定した。

□ □

■ □

28,600

■ □

太田-28

28,600

0.0 0.0

人口はほぼ横這い乃至微減傾向で推移しているが、ウィズコ
ロナの下で景気も緩やかに回復傾向にあり、土地の需給動向
は強含みに推移。

新田地区内の駅徒歩圏内の住宅地域で、利便性は良好だが需
要はやや弱含みで推移している。

個別的要因に変動はない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 13日提出

太田(県)-22

太田(県)-22 群馬県 第３

有限会社　津久井不動産鑑定

津久井　伸昭

16,400,000 18,400

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月  8日 令和  5

1.1

太田市新田反町町５７７番１
891

1:1 住宅
Ｗ2

一般住宅と農家住宅
が混在する住宅地域

南6m市道、
西側道

水道 木崎
3.6km

「調区」
( 70, 200 )

( 80, 200 )

1,150 750 350 550 低層住宅地

29.0 28.0 891 ほぼ整形

特にない。 基準方位北　市道
６ｍ

木崎駅
北方3.6km

「調区」
( 80, 200 )

市街化調整区域内の農家住宅を中心に農地も見られる住宅地域で、土地の需要はやや弱く、地域要因の変動要因は特に
なく当分の間は現状にて推移するものと予測する。

低層住宅地

18,400

／

／

／

角地
方位

+2.0
+3.0

同一需給圏は太田市郊外に存する地域で、農家住宅、農地、空地等の混在する住宅地域。需要者の中心は太田市に居住
する４０代前後の勤労者等の一次取得者で同一需給圏外からの転入者は少ない。市街化調整区域内の太田市条例の新開
発基準に基づく格安の土地との競合等により、土地の取引は低位に推移している。また、売出物件の市場滞留期間は依
然長く、需要の中心は土地で５００万円前後、新築の戸建物件は２３００万円前後が取引の中心である。

対象基準地の存する地域は、市街化調整区域内の農家住宅、一般住宅等の混在する住宅地域である。当該地域は市街化
調整区域でありアパート等の収益物件がほとんど存在しないことから、収益還元法の適用は困難である。したがって、
当該地域は市街化調整区域内の住宅地域であることから、比準価格によって、収益価格は採用せず、指定基準地との検
討を踏まえ上記のとおり鑑定評価額を決定した。

□ □

太田(県)-4

20,000

99.5

103.0 110.1

105.1
18,400

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

-1.0

0.0

+13.5

-2.0

0.0

■ □

18,500

□ □

-0.5

人口はほぼ横這い傾向で、景気は緩やかに持ち直しており、
土地価格は二極化も見られ全体的にやや上昇か横這い地点が
増加している。

当該地域は市条例に基づく新開発基準の影響による格安物件
との競合により地価は依然下落傾向にある。

変動要因は特にない。



鑑 定 評 価 書 年地価調査）　別記様式第６

宅地-1

基準地番号 提出先 所属分科会名 業者名

氏名 不動産鑑定士

鑑定評価額 円 １㎡当たりの価格 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点 (4)鑑定評価日 (6) [ 年 1月] 円/㎡
路
線
価

路線価又は倍率 倍
(2)実地調査日 (5)価格の種類 正常価格 倍率種別

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) ①所在及び地番並びに ②地積 ⑨法令上の規制等

基
準
地

「住居表示」等 (㎡) ( )

③形状 ④敷地の利用の現況 ⑤周辺の土地の利用 ⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

　の状況 処理施   接近の状況
設状況

(その他)

(2) ①範囲 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ ②標準的使用

近
隣
地
域

③標準的画地の形状等 間口 約 ｍ、奥行 約 ｍ、規模 ㎡程度、形状

④地域的特性
特記

事項

街

路

交通

施設

法令

規制

⑤地域要因の
　将来予測

(3) 最有効使用の判定 (4)対象基準地

(5)鑑定評価の手法
取引事例比較法 比準価格 円/㎡

   の個別的要
   因        

　 の適用        収益還元法 収益価格 円/㎡

原価法 積算価格 円/㎡

開発法 開発法による価格 円/㎡

(6)市場の特性　　

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由 　  　   

(8) ① 代表標準地 標準地 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

標準地番号   修正   補正   因の比   要因の 　の規準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

公示価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(9) ①指定基準地番号 ②時点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的 ⑥対象基準地 ⑦
内
訳

標
準
化
補
正

街路 地
域
要
因

街路

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

  修正   補正   因の比   要因の 　の比準価格 交通 交通

  較 　比較 (円/㎡) 環境 環境

  前年指定基準地の価格 画地 行政
[ ] 100 100 [ ]

行政 その他
円/㎡ 100 [ ] [ ] 100

その他

(10) ①-1 対象基準地の検討 ③ ［
一般的

］
対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

ら
の
検
討

継続 新規 価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

要  因

前年標準価格 円/㎡

①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と
［ 地  域 ］

　 　同一地点）である場合の検討 要  因

代表標準地 標準地

標準地番号
［

個別的
］

公示価格 円/㎡ 要  因

②変動率 年間 ％ 半年間 ％

（令和 5 令和  5年  7月 12日提出

太田(県)-23

太田(県)-23 群馬県 第３

（有）前原不動産鑑定システム

前原　徹児

7,360,000 20,900

令和  5年  7月  1日

令和  5年  6月 15日

令和  5年  7月 10日 令和  5

1.2

太田市大原町４３９番１５
352

1.2:1 住宅
Ｗ1

農地の間に一般住宅
の増えつつある新興
住宅地域

東6m市道 水道、
下水

藪塚
1.4km

(都)
( 70, 400 )

( 70, 360 )

50 150 50 50 低層住宅地

15.0 20.0 300 長方形

特にない 基準方位北　　　
６ｍ市道

藪塚駅
西方1.4km

(都)
( 70, 360 )

旧藪塚本町中心部に近い空閑地等が介在する住宅地域で徐々に標準住宅地域として熟成していくと予測する。地価はコ
ロナ禍の影響から回復傾向にあり、今後は下げ止まり又は上昇傾向に転じて推移していくと予測する。

低層住宅地

20,900

5,920

／

／

方位 +2.0

同一需給圏は太田市郊外の住宅地域。需要者は当市及び周辺郡部居住の一次取得者が大半を占め、同一需給圏外からの
転入者は少ない。市街化調整区域内の格安物件、周辺地域における新規宅地分譲地とが競合しているが、コロナ禍の影
響緩和等による一次取得者層需要の回復等により価格は下げ止まり傾向にある。土地は総額７００万円～９００万円程
度、新築の戸建物件は２，０００万円～２，８００万円程度を中心に取引が行われている。

評価対象不動産の存する近隣地域は、戸建住宅を中心とした地域で、周辺地域では共同住宅も見受けられるが、居住の
快適性・利便性を重視する自用地中心の住宅地域であるため、収益価格は低位に求められる傾向にある。よって本件に
おいては、居住の快適性・利便性を重視する自用地中心の住宅地域であるため、代表標準地との均衡に留意のうえ、比
準価格をもって、上記のとおり鑑定評価額を決定した。

■ □

太田-28

28,600

100.0

100.0 139.4

102.0
20,900

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+1.0

+7.0

+29.0

0.0

0.0

■ □

20,900

□ □

0.0

コロナ禍による景気後退等の影響等による不動産需要の減少
から回復傾向にある。

新規分譲等で供給された宅地と競合しているが、価格水準に
値頃感があり需要は安定している。

個別的要因に変動はない


